
　この度のご不幸に際し、心よりおくやみ申し上げます。

　死亡届を提出した後、様々な手続きが発生します。主に役場での

手続きを掲載しました。ご遺族の皆様の一助になりましたら幸いです。

　住所が他自治体にある方が亡くなった場合は、こちらを参考にし、

該当の自治体にお問い合わせください。

令和5年12月5日更正

～ご遺族の方へ～

おくやみ手続きのご案内

三芳町役場　代表電話番号：049-258-0019



おくやみ手続き一覧

項目 手続きの内容 必要なもの 確認

住民票
死亡届により死亡事項を記載しますので、届出の必要はありませ
ん。
＊世帯主を変更したい場合はお問い合わせください。

□

印鑑登録
印鑑登録をしている本人が死亡したとき、死亡届を市役所等に提出
すれば、自動的に印鑑登録は抹消されますので、手続きは不要で
す。

□

住基カード 住基カードをお持ちの方は、住基カードをお返しください。 住基カード □
マイナンバーカード
又は通知カード

返納の義務はありません。死亡届出後も、手続きによっては必要と
なることがありますので、しばらくは保管しておいてください。
その後、適切に処分していただいてかまいません。

マイナンバー
カード又は通知
カード

□

国民健康保険証をお返しください。 国民健康保険証 □

葬祭費支給申請をしてください。(喪主)

喪主の方の預金
通帳、葬祭の領
収書又は会葬礼
状、印鑑

□

＊保険税は再計算して、後日お知らせします。

＊公的年金から特別徴収されている人は通知に時間がかかる場合が
あります。

資格喪失届を提出してください。 □
後期高齢者医療被保険者証をお返しください。

後期高齢者医療
被保険者証 □

葬祭費支給申請をしてください。(喪主)

喪主の方の預金
通帳・葬祭の領
収書又は会葬礼
状、印鑑

□

療養費の相続人申立書を提出してください。
相続人代表者名
義の口座の分か
るもの、印鑑

□

＊保険料は再計算して、後日お知らせします。

＊公的年金から特別徴収されている人は通知に時間がかかる場合が
あります。

国民年金

年金事務所へご確認ください。
【所沢年金事務所】
〒359-8505　所沢市上安松1152-1
TEL:04-2998-0170
※死亡一時金、遺族基礎年金、未支給年金（遺族基礎、障害基礎、
寡婦年金のみ）については、当課でもお手続き可能な場合がありま
す。

年金事務所へご
確認ください。 □

厚生年金

年金事務所へご確認ください。
【所沢年金事務所】
〒359-8505　所沢市上安松1152-1
TEL:04-2998-0170

年金事務所へご
確認ください。 □

共済年金 各共済組合へご確認ください。
各共済組合へご
確認ください。 □

住　民　課

後期高齢者医療

国民健康保険

役場1階
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項目 手続きの内容 必要なもの 確認

特別児童扶養手当
受給者の喪失の届出及び新たに受給者となられる方の申請が必要
です。

必要書類につい
ては、来庁前に
お問い合わせく
ださい。

□

身体障害者手帳
該当する障害手
帳、印鑑

療育手帳
担当課で必要な書類に記入し、該当する障害手帳をお返しくださ
い。

相続人代表者名
義の口座

精神障害者保健福祉
手帳

自立支援医療受給者
証
(精神通院医療)

担当課で必要な書類に記入し、該当する受給者証をお返しくださ
い。

自立支援医療受
給者証(精神通院
医療)、印鑑

□

特別障害者手当
該当する証書、
印鑑

障害児福祉手当
相続人代表者名
義の口座

介護保険被保険者証をお返しください。
介護保険被保険
者証

＊保険料は再計算して、後日お知らせします。

＊公的年金から特別徴収されている人は通知に時間がかかる場合
があります。

原動機付自転車・小型特殊自動車については名義変更等の手続き
が必要になります。別世帯の方が手続きされる際は委任状が必要
な場合があります。ご不明な点がございましたらお問い合わせく
ださい。

○上記以外のものについては

所沢自動車検査登録事務所(050-5540-2029，125cc超二輪)にお問
い合わせください。

軽自動車検査協会所沢支所(050-3816-3111，軽自動車）にお問い
合わせください。

固定資産税
土地・建物の相続登記が完了するまでの間、届出等が必要な場合
がありますのでお問い合わせください。

届書は資産税担
当にあります。 □

受給者の喪失の届出が必要です。
亡くなられた方に手当の未払いがある場合、「未払手当請求書」
が必要です。

福　祉　課

健　康　増　進　課

税　務　課

軽自動車税

介護保険 □

□

□

□

車両を今後所有し
ない場合
・身分証明書
・標識交付証明書
・ナンバープレー
ト
同世帯の方が車両
を所有する場合
・身分証明書
・標識交付証明書

役場1階
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こども医療費
受給者証をお返しください。（受給者の変更の手続きが必要
です。)

受給者証、新受
給者の銀行口
座、健康保険証

□

児童手当

受給者の変更または喪失が必要です。
亡くなられた受給者へ手当の未払いがある場合、「未払児童
手当請求書」が必要です。
＊18歳年度末までの児童がいる場合。

新受給者名義の
銀行口座、健康
保険証、印鑑、
こども名義の銀
行口座

□

ひとり親家庭等医療費
＊18歳年度末(一定の障害がある20歳未満)までの児童がいる
場合。 □

児童扶養手当
受給者の喪失の届出及び新たに受給者となられる方の申請が
必要です。 □

森林所有者
相続により、森林の土地を新たに取得した場合に、森林の土
地の所有者届出が必要です。

必要書類につい
ては、環境課
（自然環境担
当）にお問い合
わせください。

□

犬の登録変更
犬の飼い主が亡くなられた場合、飼い主変更が必要です。
※町外へ転出する場合は、転出先の自治体で手続きをしてく
ださい。

犬鑑札など犬の
登録情報がわか
るもの。
※町外転出の場
合は、犬鑑札

□

持家が空き家となってし
まう方

住んでいた家が空き家になることで、周辺の生活環境に影響
を及ぼすことがあるため、空き家の適切な管理をお願いしま
す。
また、近隣の住民と連絡のとれるコミュニティづくりをしま
しょう。

管理等の相談に
ついては自治安
心課（自治協
働・防犯担当）
にお問い合わせ
ください。

□

項目 手続きの内容 必要なもの 確認

上下水道
水道使用者が亡くなられた場合、名義変更または使用中止届
が必要になります。
TEL:049-274-1014

□

項目 手続きの内容 必要なもの 確認

相続による所有権移転登
記者

土地や建物の「相続による所有権移転」登記は、不動産の所
在地を管轄する法務局に申請が必要です。 □

法定相続情報証明制度
各種相続手続で戸籍謄本の束を何度も出し直す必要がなくな
ります。 □

※三芳町の管轄はさいたま地方法務局川越支局です。（TEL:049-243-3824）

必要書類につい
ては、来庁前に
お問い合わせく
ださい。

こ　ど　も　支　援　課

環　境　課

必要書類につい
ては、さいたま
地方法務局にお
問い合わせくだ
さい。

自　治　安　心　課

役場2階

浄水場（上下水道課）

その他（さいたま地方法務局）
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